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平成 22年 4月 

受益者の皆様へ 
安田投信投資顧問株式会社 

 
 
 

追加型証券投資信託「YAMアジア株式ファンド」の 
信託終了（繰上償還）の予定に関する書面決議のご通知 

 
 
 
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 
 さて、追加型証券投資信託「YAMアジア株式ファンド」は、平成 20年 1月 30日の設定以来、運
用を行ってまいりましたが、受益権口数が信託約款に定められた口数を下回っております。弊社とい

たしましては、当該ファンドの信託契約を解約し、受益者の皆様へお預かりした運用資産をお返しす

ることが受益者にとって最善であるとの判断をいたしております。この信託の終了につきましては、

法令の定めに基づき書面による決議をもって実施する予定です。 
 何卒ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

敬具 
 
記 

１．対象ファンドの名称 

 YAMアジア株式ファンド 
 
 

２．書面決議の手続きおよび日程 

・受益者の確定     平成 22 年 4 月 21 日 

・書面による議決権行使の期間   平成 22 年 4 月 21 日～平成 22 年 5 月 20 日 

・書面による決議日    平成 22 年 5 月 21 日 

 （信託終了（繰上償還）の可否が決定される日） 

・買取請求期間     平成 22 年 5 月 22 日～平成 22 年 6 月 10 日 

・信託終了（繰上償還）予定日   平成 22 年 6 月 24 日 

 
本書面による議決権の行使は、平成 22 年 4 月 21 日時点の受益者を対象としております。 
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本書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の

3 分の 2 以上の賛成をもって可決されます。この場合は、予定通り平成 22 年 6 月 24 日をもって信

託を終了（繰上償還）いたします。ご解約のお申込みは、平成 22 年 6 月 22 日まで通常通り受け付

けます。 

 

また、上記の受益者数および議決権口数による賛成を得られず本書面決議が否決された場合は、信

託終了（繰上償還）の手続きは行いません。この場合は、信託終了（繰上償還）を行わない旨を速

やかにお知らせいたします。 

 

 

３．書面決議の方法について 

書面による議決権行使の期間（平成 22 年 4 月 21 日～平成 22 年 5 月 20 日） 

 

「議決権行使書面」に当ファンドの信託終了（繰上償還）について、賛成または反対される旨をご

記入のうえ、平成 22 年 5 月 20 日までに下記へご送付ください。議決権行使書面は、平成 22 年 5

月 20 日までの弊社（安田投信投資顧問株式会社）到着分を有効とさせていただきます。 

 

なお、本書面決議におきまして、議決権を行使されない場合（平成 22 年 5 月 20 日までに議決権行

使書面をご返送いただかない場合）は、賛成するものとさせていただきます。 

信託終了（繰上償還）にご同意される場合は、議決権行使の手続き（議決権行使書面のご返送）は

不要です。 

 

〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町 7番地 

      住友不動産神田ビル 15 階 

      安田投信投資顧問株式会社 投信業務本部 宛 

 

（議決権行使書面についてのご注意） 

・「本議案についての賛否」欄に記載がない場合は、賛成するものとさせていただきます。 

・同一の受益者の方が本信託終了について、重複して議決権を行使された場合で、議決権の行使の

内容が異なるときは、全ての議決権が無効となりますのでご了承ください。 
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４．反対受益者の買取請求手続きについて 

買取請求期間（平成 22 年 5 月 22 日～平成 22 年 6 月 10 日） 

 

本書面決議が可決された場合には、信託の終了（繰上償還）に反対した受益者は、自己に帰属する

受益権について当該受益権に係る信託財産をもって買取るべき旨を、取扱販売会社を通じて受託会

社に対し請求することができます。 

信託の終了（繰上償還）を実施することとなった場合の買取請求については、信託の終了（繰上償

還）に反対した受益者の皆様へ、別途、弊社から買取請求に関する書類を送付いたします。 

 

また、信託の終了（繰上償還）に反対された場合でも、必ず買取請求をしなければならないわけで

はございません。議決権行使期間中および買取請求期間中ともに、本書面決議に対する賛否にかか

わらず、取扱販売会社にてご解約のお申込みを受付けております。ただし、買取請求を行った受益

権につきましては、解約のお申込みを行うことができませんのでご留意ください。 
 
買取価額は、当該受益権が有すべき公正な価額（受託銀行が買取請求に関する書類を受理した日に

算出される基準価額）となります。なお、個人の受益者は買取による譲渡益に、法人の受益者は買

取時の個別元本超過額に対して課税されます。 
※税法が改正された場合は、上記の取り扱いが変更となることがあります。 
 
買取代金は、買取価額から振込手数料、郵送料が差し引かれた金額となります。 
なお、上記のような諸般の手続が必要となるため、買取代金のお支払いまでには、通常の解約請求

より日数を要する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 
 
※本件にてご提供いただいた個人情報は、当議決権行使および買取請求に係る手続を目的とするも

ので、その範囲を超えて使用することはありません。 
 

お問合せ先：安田投信投資顧問株式会社 

 投信企画部 TEL：03-3296-6017 

 受付時間：営業日の午前 9時～午後 5時 

 
以上 
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書面決議参考書類 
 

1.投資信託契約の解約の理由および相当性に関する事項 

追加型証券投資信託「YAM アジア株式ファンド」は、平成 20 年 1 月 30 日の設定以来、運用を行っ

てまいりましたが、受益権口数が信託約款に定められた口数を下回っております。弊社といたしま

しては、当該ファンドの信託契約を解約し、受益者の皆様へお預かりした運用資産をお返しするこ

とが受益者にとって最善であるとの判断をいたしております。 

 

2.投資信託契約の解約がその効力を生ずる日 

平成 22 年 6 月 24 日 

 

3.投資信託契約の解約の中止に関する条件 

該当事項はありません。 

 

4.投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実 

該当事項はありません。 

 

5.直近に作成された財産状況開示資料等の内容 
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